
１．継続事業の前提に関する注記
　　　該当なし

２．重要な会計方針
　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　該当なし
　　（２）　固定資産の減価償却の方法
　　　　　・建物並びに器具及び備品・・・定額法
　　　　　　※平成１９年３月３１日以前取得の固定資産は旧定額法による。
　　（３）　引当金の計上基準
　　　　　・賞与引当金　　　…平成30年度予算における夏季賞与の支給見込み額のうち、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　当期負担の６ヶ月分を計上

３．重要な会計方針の変更
　　平成２３年度７月２７日付で制定された新たな社会福祉法人会計基準　（以下　「新会計基準」）
　　へ平成２６年度より移行　　　　

４．法人で採用する退職給付制度
　　独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
　　当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
　　（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
　　（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）　　　　　
　　（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）　　
　　（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）　　
　　　　　当法人の公益事業の拠点区分は１つであるために作成していない
　　（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）　　
　　　　　当法人の収益事業の拠点区分は１つであるために作成していない
　　（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
　　　　　ア　本部拠点（社会福祉事業）
　　　　　イ　ゆめの里和田拠点（社会福祉事業）　
　　　　　　　　「特別養護老人ホーム」
　　　　　　　　「ショートステイ」
　　　　　　　　「デイサービスセンター」
　　　　　　　　「訪問看護ステーション」

 「ゆめの里和田福祉相談センター」
　　　　　ウ　ゆめの里新村宅幼老所拠点（社会福祉事業）
　　　　　　　　「ゆめの里新村宅幼老所」
　　　　　エ　ゆめの里朝日拠点（社会福祉事業）
　　　　　　　　「特別養護老人ホームゆめの里朝日」
　　　　　　　　「ショートステイ」
　　　　　　　　「朝日宅老所」
　　　　　オ　ゆめの里ヘルパーステーション拠点（社会福祉事業）
　　　　　　　　「ゆめの里ヘルパーステーション」
　　　　　カ　松風園拠点（社会福祉事業）
　　　　　　　　「養護老人ホーム」
　　　　　　　　「特定入所者生活介護」
　　　　　　　　「訪問介護」
　　　　　キ　ゆめの里入山辺拠点（社会福祉事業）
　　　　　　　　「ゆめの里入山辺」
　　　　　ク　ゆめの里今井拠点（社会福祉事業）

 「特別養護老人ホームゆめの里今井」
 「ショートステイ」
 「ゆめの里今井福祉相談センター」

　　　　　ケ　河西部西地域包括支援センター拠点（公益事業）
　　　　　　　　「河西部西地域包括支援センター」
　　　　　コ　朝日太陽光発電拠点（収益事業）
　　　　　　　　「朝日太陽光発電」

計算書類に対する注記（法人全体用）



６．基本財産の増減の内容及び金額
　　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類 前期末残高
土地 18,700,000

　 建物 1,220,557,877
合計 1,239,257,877

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

　　　国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額
　　　　　　ゆめの里和田拠点区分
　　　　　　機械及び装置　　冷暖房装置（特養・ショート・デイ）の破棄に伴う取崩総額　 5円　　　　
　　　　　　機械及び装置　　特殊浴槽の破棄に伴う取崩額　　　　　　　　　　　　　　　　　  1円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　 6円

８．担保に供している資産

     担保に供されている資産は以下のとおりである
　　　　　　建物（基本財産） 円

建物（基本財産） 円
修繕積立金 円

計 円

　　　担保している債務の種類および金額は以下のとおりである
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（ゆめの里今井） 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（ゆめの里今井） 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額）（朝日太陽光発電事業） 円

 計 円

９．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
　　　該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
　　　該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
　　　該当なし

１３．重要な偶発債務
　　　該当なし

１４．重要な後発事象
　　　該当なし

土地（基本財産） 18,700,000 0 18,700,000

0 57,527,211 1,181,730,666

当期末残高減価償却累計額取得価額
（単位：円）

440,370,048

10,000,000
863,280,888

10,320,000

（単位：円）
当期増加額 当期減少額

0 57,527,211

当期末残高
18,700,000

1,163,030,666

412,910,840

85,000,000
80,000,000
5,000,000

180,320,000

6,071,154
83,682,582

7,440,833
366,702,065

450,791,362 1,163,030,666
21,405,78014,475,339

13,511,987

57,108,353車輛運搬具

1,613,822,028
35,881,119

450,384,647

建物（基本財産）
建物（その他）

141,785,748
183,725,877

2,514,919,759

48,506,707
169,428,447

1,525,829,336

15,004,000
93,279,041
14,297,430

989,090,423

42,104,353
器具及び備品
無形固定資産

合　　　　計

構築物
機械装置



１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
　　　　純資産の状態を明らかにするために必要な事項

　　　（１）新会計基準での賞与引当金の取り扱い変更により、資金収支計算書と事業活動計算書の人件費に
　　　  　 差が生じる。

　新会計基準　　 … 資金収支計算書の科目として「職員賞与支出引当」を新設。賞与として
支払ったうち賞与引当金分を「職員賞与支出」ではなくこちらで計上する
ことで、前年度計上した賞与引当金が相殺され、事業活動計算書上には
その分の人件費が計上されず、引当金の戻し入れも発生しない。

　　 今年度分の賞与引当金繰入は人件費に含まれるため、前年度と今年度の
賞与引当金差額分だけ資金収支計算書と事業活動計算書の人件費に
差が生じる。

　　　（２）平成３０年度４月１日給与規程改定により、夏季賞与の算定期間が前年の１０月１日より
　　　　   ３月末までの６ヵ月間に変更になったため、賞与引当金の計上基準を変更した。

　　　（３）ゆめの里今井建設資金として、平成２８年度及び２９年度に松本ハイランド農業協同組合より受けた
　　　　　過年度分寄附金８千万円と当年度分寄附金４千万円、総額１億２千万円を基本金へ組入れた。
　　　　　 
             


